
─ 22 ─

第
１
章

足のマンションの建て替えの円滑化を図るべく、区分所有者の４／５以上の賛成などによ
り敷地を売却することを可能とするマンション敷地売却制度が創設されました。

（６）住宅・都市の低炭素化
　平成24年12月「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、社会経済活動その他
の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているため、都市の
低炭素化、低炭素建築物の普及に向けた取組が進められています。
　平成25年５月「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」が改正され、住宅・建築物
の新築や増改築、大規模な改修などに際し、省エネ性能の評価について届出義務・努力義
務が規定されました。
　平成27年７月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、平成28
年４月に省エネ性能の表示や容積率特例の認定が始まりました。また、平成29年４月から
は、住宅以外の床面積2,000㎡以上の建築物を対象に、省エネ基準適合性判定が義務化され
る予定です。

（７）地域包括ケアシステムの構築
　平成23年６月「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、高齢者の居住の
安定を確保することを目的として、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供
する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。以降、サービス付き
高齢者向け住宅の供給は順調に進み、平成27年８月末時点の全国の登録戸数は18万戸を超
えています。
　平成24年８月「介護保険法」の改正により、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、国及び地方公共団体が「地域包括ケアシステム※」の構築に向け取り組むこととされ、
その実現は重要な課題となっています。

（6） 住宅・都市の低炭素化

（7） 地域包括ケアシステムの構築

※地域包括ケアシステム : 
高齢者が長年住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
医療、介護、介護予防、生活支援、住まいの 5 つの要素を包括的かつ継続的に提供されるシ
ステムをいう。
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　近年、複数の住まいを保有し自由に住まう二地域居住や家族の枠にとらわれないシェアハ
ウスなど、様々な住まい方が注目されています。また、高齢期においても、介護保険施設の
利用やサービス付き高齢者向け住宅への住み替えなど、住まいの選択の幅は増えつつあります。
　こうした「住まい方の多様なニーズ」に応えるには、「いかにして自分らしい住まいと住
まい方を実現できるか」が課題であり、今後の住宅政策の主要なテーマになると考えます。
　また、情報技術の急速な発展により大量の情報発信と入手が可能になった反面、「伝えた
い人に伝える力」と「有効・有益な情報を入手する力」が重要となりました。インターネッ
トを使えない環境にある高齢者などへ確実に伝えるとともに、子育て世帯・若年世帯を本県
へ呼び込むためにも情報発信の工夫が必要です。
　そこで、「多様な住まいと住まい方の実現」に向けて、現行計画で進めてきた「安心・安全力」
「子育て力」「環境力」「地域力」に「情報発信力」を加え、５つの力を強める施策を展開し
ていきます。

住宅政策の基本方針～多様な住まいと住まい方の実現～第　章2
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